






まちづくり年表 ～住民と区が協力して進めてきた街づくりの歩み～



長い取り組みの中で
街はどのように

変わったのでしょう？





　延焼による焼失のない街の実現を目指すため、不燃化特区による以下の４つの
支援制度を活用し、地区内の建物の不燃化を加速してまいります。
　

建物の建替え、除却をお考えの方は工事着手前にご相談ください。 

 制度 1

 制度 2

 制度 3

 制度 4

建替え、除却などに関するご相談（無料）ができます。

固定資産税・都市計画税の減免を受けられます。

老朽建築物の建替えに伴う費用を助成します。

老朽建築物の除却費用を助成します。

　老朽建築物の権利の移転や除却、建替え等に関するご相談に対して、建
築士やファイナンシャルプランナー等の専門家がお答えします。

　不燃化特区内において、老朽建築物の除却や不燃化建替えを行った
場合、最長５年間の固定資産税・都市計画税の減免を受けられます。
詳しくは、世田谷都税事務所固定資産税係　電話：03-3413-7111（代表）

　不燃化特区内において、老朽建築物（耐用年数の２／３以上を経過した木
造または軽量鉄骨造の建築物）を除却し、不燃化建替えを行う場合、かかる
費用の一部を助成します。

　不燃化特区内において、老朽建築物（昭和５６年以前に建築された木
造または軽量鉄骨造の建築物等）の除却にかかる費用を助成します。

地区名 住所 問合せ先

① 太子堂・三宿地区

②太子堂・若林地区

③区役所周辺地区

④北沢三・四丁目地区
⑤北沢五丁目・
　大原一丁目地区

この地図の作成に当たっては、国際航業株式会社の承諾を得て、国際航業株式会社に著作権が帰属する白地図データベースを使用しています。

世田谷総合支所街づくり課
電話　03-5432-2871
〒154-8504
世田谷区世田谷 4-21-27
FAX　03-5432-3055

北沢総合支所街づくり課
電話 03-5478-8031
〒155-8666
世田谷区北沢 2-8-18
ＦＡＸ　03-5478-8019

不燃化特区制度

街の課題
を知る

街づくりの
手法を決める

街の将来像、目標、
方針を決める

実現のためのルール
や計画を定める

地区計画・地区街づくり計画

池尻四丁目２４～３９番
※池尻四丁目３３～３９番は北沢総合支所
街づくり課が問合せ先です
太子堂二・三丁目全域、三宿一・二丁目全域 
太子堂四・五丁目全域、
若林一丁目全域、若林二丁目１～３６番 
世田谷三丁目２０～２６番、
世田谷四丁目全域
宮坂二丁目１番の一部、２～９番、
　２６番、２７番
若林三・四・五丁目全域 
赤堤一丁目１～５番、赤堤二丁目１～６番
梅丘二・三丁目全域、豪徳寺一丁目全域、
豪徳寺二丁目２～１０番、２５～３１番
松原六丁目４２番、４３番 
北沢三・四丁目全域 

北沢五丁目全域、大原一丁目全域

実際の計画（抜粋）

　地区計画・地区街づくり計画についてQ&A方式でご紹介します。

不燃化特区対象地区図

Q. 地区計画・地区街づくり計画で何ができるの？
　A.その地区にふさわしい街づくりを進めることができます。

Q. 計画には何が定められているの？
　A.区域、地区の目標、土地利用、道路や広場の配置・整備、建築の際の
　　  ルールが定められています。

Q. 計画をどのように実現していくの？
　A.・事前届出により計画に沿った建築を誘導します。
　　  ・計画に基づき道路や公園等の整備を進めます。
　　  ・必要に応じて計画実現のための支援をします。

Q. 地区計画と地区街づくり計画はなにが違うの ?
　A.・地区街づくり計画は「世田谷区街づくり条例」に基づくもので、区

民参加で街の将来像を幅広く考える世田谷区独自の手法として、平
成 7年に創設されました。

　　  ・地区計画は「都市計画法」に基づくもので、法律の範囲内で街づく
りのルールを定め、安全で住み良い街を実現することを目的として
います。私権を制限することもあるので、地区住民の意見を十分反
映しながら策定します。

原案の作成にあたっては、地区の皆さん
の多数の合意を得ることが重要です。

「世田谷区街づくり条例」について
　世田谷区は、地域によって様々な個性があります。街の個性を生
かしつつ、より住みやすい街にしていくためには、実際に暮らして
いる住民が主体となり区と協働して進める「街づくり」が重要です。
　「世田谷区街づくり条例」は、「街づくり」を区民と区の協力で進
めていくことを基本理念とする先進的な条例として全国に先駆けて
定められ、この中に、世田谷区の街づくりの精神とも言える「地区
街づくり計画」が定められています。

地区の住民の方は、考えた計画（原案）を区に提案することが
できます。
（提案を受け、区が決定します。）

計画づくりのステップ

※ 区は、上記の計画づくりに対して助成や専門家の派遣を行い、支援をします。

？

Q. 計画づくりは誰が行うの？
　A.計画づくりは地区の住民の方々が主体となって進めます。

（例）太子堂二・三丁目地区　地区街づくり計画・地区計画

（例）三宿一丁目地区　地区街づくり計画・地区計画



〔トピック〕 世田谷区防災街づくり基本方針

　「防災街づくり基本方針」は区の都市整備分野の総合的な方針で
ある「都市整備方針」の分野別方針の１つであると共に、総合的
な防災に関する計画である「地域防災計画」の一部としても位置
づけられています。

　基本理念を実現するためには、重要な都市計画道路等を
体系的に整備していく「都市レベルの取り組み」を計画的
に進めるとともに、区民との協働のもと、地区の防災性を
高め、自助・共助・公助による安全な市街地を実現するた
めの「地区レベルの街づくり」が必要です。

基本理念 ： 震災が起きても 区民の生命と財産が守られ 住み続けられるまち

 

・ 延焼遮断帯に囲まれた防災生活圏の形成

・ 建築物不燃化、　消防活動円滑化、 屋内出火抑制 等

・ 災害対策拠点防災性向上

・ 避難 ・ 物資輸送に重要な道路 ・ 橋梁の安全性向上　　

防災街づくり活動、 防災知識向
上、 防災性向上の取り組み等

事務所の防災性向上、 従業員や
来所者等の安全確保 ・ 一斉帰宅
抑制、 開発地の防災機能向上等

国 ・ 都などとの連携、 情報提供、
支援 ・ 誘導、 公共施設の防災性
向上、 職員の知識 ・ 技術習得等

※防災街づくりを進めるためには、区民・事業者・区が連携し、それ
ぞれが適切に役割を果たす協働の取り組みが重要です。

世田谷区事業者

区　民

・ 建築物耐震化及び家具転倒防止促進、 がけ地での宅地造成時指導等

・ 広域避難場所の確保及び周辺建築物不燃化

・ 広域避難場所等までの経路確保

① 揺れに強いまちをつくる ② 火災に強いまちをつくる

③ 安全に避難できるまちをつくる ④ 迅速で効果的な災害対応ができるまちをつくる

基本理念を実現するための４つの目標

（都市整備方針第１部「都市整備の基本方針」より）

防災生活圏とミニ防災生活圏
のイメージ

 

 

（出典：東京都緊急輸送道路図［平成
27 年］、東京都地域防災計画震災編［平
成 26 年修正］、世田谷区都市整備方
針 [ 平成 27 年 ]、平成 23 年度世田谷
区土地利用現況調査、世田谷区資料よ
り作成）

茶沢通りは、 世田谷区緊急輸送道路障害物除去路線になっています。









避難場所をご存知ですか？

三宿まちづくりハウス

太子堂中学校

太子堂小学校

太子堂２-１１遊び場

三軒茶屋ふれあい広場

キャロットタワー

多聞小学校

グランドヒルズ三軒茶屋

円泉寺

三宿神社

烏山川緑道（山中橋）

昭和女子大学一帯

世田谷公園一帯

世田谷学園

三宿の森緑地

三宿小学校

池尻小学校

三宿中学校

太子堂
円泉ヶ丘公園

太子堂円泉ヶ丘公園・三宿の森緑地一帯

コーシャハイム
三軒茶屋

三宿つくしんぼホーム（障）

あけぼの学園（障）

コーシャハイム
太子堂

アパートメンツ
三軒茶屋

教学院

西太子堂公園

代沢小学校

代沢せせらぎ公園

代沢四丁目広場

北沢川緑道
池尻北広場

池尻三丁目公園

池尻住宅内広場

警察官内宿舎内空地

マンション
ニュー池尻中庭

淡島通り公園

国道
２４６
号線

（母）

太子堂八幡広場

池尻南公園

目黒川緑道

太子堂さくらひろば公園

太子堂２-２０広場

トンボ広場公園

アメンボ広場

てんとうむし広場

太子堂サクラ通り広場

太子堂中学校

太子堂小学校

太子堂 2-11 遊び場

三軒茶屋ふれあい広場

皆さんはいざというときに、自分が、家族が、どこに避難するか
ご存知ですか？避難の場所にも色々な種類があります。日ごろか
ら家庭や地域で、自分の避難場所や避難経路を確認し、必要な
ときはいつでも避難できるように準備しておきましょう。

公園・広場　　　　広域避難場所

三宿の森緑地

自宅

一時
集合所

広域
避難場所避難所

烏山川緑道（山中橋）

太子堂円泉ヶ丘公園

避難場所には以下の種類があります。
●一時集合所
近隣の避難者が一時的に集合して様子を見る場所。
●広域避難場所
広域火災や延焼等から避難する場所。
●指定避難所
自宅での居住が困難な時や二次災害を受ける可能性
のある時に一時的に生活をする場所。
区立小中学校等を指定。
●予備避難所
指定避難所が被災で機能しない場合や指定避難所で
は被災者を収容しきれない場合等に開設する場所。
区内協定団体（都立高校・私立大学等）の施設４2 
か所を指定。
●福祉避難所
自宅や指定避難所等での生活に支障をきたすため、
特別な配慮を必要とする要配慮者を一時的に受入
れ、保護する場所。下記の３種の福祉避難所を準備。
・高齢者向け…左図になし
・障がい者向け…左図（障）と表記
・妊産婦・乳幼児向け…左図（母）と表記

指

予

福





８ 放水を停止します

初期消火！消火用機材の使い方をご存知ですか？

　火災発生時に初期消火を行うと、火災被害が大幅に軽減されます。
　ここでは、一般の方が使用する消火用機材のうち、「消火器」と「スタンドパイプ」について、使い方等をご案内します。
　多くの方が地域の防災訓練等で実際に体験していただき、使い方を覚えていただくことが大切です。

出典：東京消防庁ホームページ

消火器

注目！

使い方

消火器の特徴

・初期消火の限界 　⇒ 　炎が天井に着火するまで

・早めに１１９番通報する

・地域の防災訓練等で実際に使ってみる

・消火器は最も身近で、迅速に対応できる消火用機材です。

・粉末消火器や強化液消火器等があります。

１.  大声で周囲の人に知らせます（１１９番通報、消火活動への参加）

火災発見！

２.  消火器を火元へ運びます（逃げ道を確認）

３.  ３つの動作
　　①安全ピンを上に抜きます
　　②ノズルを火元に向けます
　　③レバーを強くにぎります

４.  火元へ噴射します

２種類の粉末消火器

スタンドパイプ

使い方

火災発見！

・消火栓に差し込み、ホース・筒先を結合することで、毎分１００リットル以上の放水できる消火用機材です。消火用機材としては軽量で
操作も簡単です。

・消防車両が進入できない道路狭あい地域や木造住宅密集地域では、火元直近の消火栓を活用した有効な消火活動ができます。

・スタンドパイプ本体、消火栓鍵、スピンドルドライバー、媒介金具、ホース、筒先で構成されています。

スタンドパイプの特徴

１ 大声で周囲の人に知らせます（１１９番通報、消火活動への参加）

２ 消火栓鍵を使用し、消火栓蓋を開放します

３ 吐水口にスタンドパイプを結合します

４ 放水弁にスピンドルドライバーを結合し、水が出るか確認します

５ ホースを結合し、延長します

６ 火元までホースを伸ばし、放水準備ができたら合図をします

７ 放水を開始します

スタンドパイプ一式

実際の消火栓を使った訓練の様子




